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2024 年１月 19 日 

各    位  

インフラファンド発行者名  

 エネクス・インフラ投資法人 
 代表者名  執行役員  松塚 啓一 
  （コード番号 9286） 

管理会社名   

 エネクス・アセットマネジメント株式会社 

 代表者名  代表取締役社長  松塚 啓一 

 問合せ先  取締役兼財務経理部長  進 裕二 

 TEL: 03-4233-8330 

 

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

エネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024 年 1 月 15 日開催の役員会にお

いて、2024 年２月 21 日開催予定の第４回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記の通り

規約の一部変更及び役員選任に関する議案を提出することを決議いたしましたのでお知らせします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 
1. 規約一部変更について 

変更の理由は以下のとおりです。 

（１）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書に規定する改正規定（こ

れに関連する投資信託及び投資法人に関する法律等の改正規定を含みます。）が 2022 年９月１日に施

行されたことに伴い、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令

和元年法律第 71 号）第 10 条第９項の定めに基づき、2022 年９月１日をもって、本投資法人について

投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規約変更がなされたもの

とみなされておりますが、明確化のため本投資法人の規約においてその旨の規定を確認的に規定する

ものです。また、この電子提供措置の導入に伴い、書面交付請求をした投資主に交付する書面に記載

する事項の範囲を限定することができるものとするための規定を追加するものです（変更案第９条第

４項及び第５項関係）。 

（２）法令名の改正に伴い、所要の変更を行うものです（変更案第 31 条第２項関係）。 

（規約一部変更の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2. 役員選任について 

（１）執行役員１名選任について 

執行役員松塚啓一は、2024 年２月 29 日をもって任期満了となりますので、執行役員１名（松塚啓一）

の選任をお願いするものです。 

（執行役員１名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

（２）補欠執行役員１名選任について 

執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2024 年３月１日付で補欠

執行役員１名（金川創）の選任をお願いするものです。 

（補欠執行役員１名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

（３）監督役員２名選任について 

監督役員飛松純一及び坂下貴之は、2024 年２月 29 日をもって任期満了となりますので、監督役員２

名（飛松純一及び坂下貴之）の選任をお願いするものです。 
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（監督役員２名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

（４）補欠監督役員１名選任について 

監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2024 年３月１日付で補欠

監督役員１名（矢田悠）の選任をお願いするものです。 

（補欠監督役員１名選任の詳細については、添付資料「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

3. 本投資主総会等の日程 

2024年１月15日 本投資主総会提出議案の承認にかかる役員会決議 

2024年２月５日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

2024年２月21日 本投資主総会の開催（予定） 

 

＜添付資料＞ 

 第４回投資主総会招集ご通知 

以 上 

 

※本投資法人のホームページアドレス：https://enexinfra.com/ 




























